
浜松市規則第７号 

浜松市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 浜松市事務分掌規則（平成１９年浜松市規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （課等）  （課等） 

第２条 浜松市事務分掌条例（昭和４６年浜松

市条例第３９号）第１条に規定する市長公室

及び部、浜松市福祉事務所設置条例（昭和 

２６年浜松市条例第５９号）第１条第２項の

表の左欄に掲げる福祉事業所並びに浜松市

保健所条例（昭和４９年浜松市条例第２９

号）第１条に規定する保健所に次の表に掲げ

る課等を置く。 

第２条 浜松市事務分掌条例（昭和４６年浜松

市条例第３９号）第１条に規定する市長公室

及び部、浜松市福祉事務所設置条例（昭和 

２６年浜松市条例第５９号）第１条第２項の

表の左欄に掲げる福祉事業所並びに浜松市

保健所条例（昭和４９年浜松市条例第２９

号）第１条に規定する保健所に次の表に掲げ

る課等を置く。 

部等 課等 

（略） 

健康福祉部 （略） 障害保健福祉課 

（略） 

  （略） 

 保健所 保健総務課 生活衛生課 

 

 （略） 

産業部 産業振興課 労働政策課 

（略） 

（略） 
 

部等 課等 

（略） 

健康福祉部 （略） 障害者政策課 障

害者支援課 （略） 

  （略） 

 保健所 保健総務課 感染症対策課

 生活衛生課 

 （略） 

産業部 産業振興課 まちなか政策

課 労働政策課 （略） 

（略） 
 

２ （略） ２ （略） 

（課等の分掌事務） （課等の分掌事務） 

第３条 浜松市事務分掌条例第１条に規定す

る危機管理課及び前条第１項に規定する課

等の分掌事務の概目は、次のとおりとする。 

第３条 浜松市事務分掌条例第１条に規定す

る危機管理課及び前条第１項に規定する課

等の分掌事務の概目は、次のとおりとする。 

 危機管理課・市長公室 （略）  危機管理課・市長公室 （略） 

 企画調整部  企画調整部 

   企画課    企画課 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 若者連携施策の企画及び調整に関する

こと。 

 (5)～(8) （略）  (6)～(9) （略） 



 (9) 大学等高等教育機関との連携に関する

こと。 

(10) 高等教育機関等との連携に関するこ

と。 

(10)～(13) （略） (11)～(14) （略） 

   国際課～情報システム課 （略）    国際課～情報システム課 （略） 

 総務部～市民部 （略）  総務部～市民部 （略） 

 健康福祉部  健康福祉部 

   福祉総務課    福祉総務課 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

  (3) 包括的支援の推進及び調整に関するこ

と。 

  (4) 在宅医療と介護との連携の推進に関す

ること。 

 (3)～(30) （略）  (5)～(32) （略） 

   障害保健福祉課    障害者政策課 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（育成医療に係る

ものを除く。）及び児童福祉法（障害児に

係るものに限る。）の施行に係る事務並び

にその総括に関すること。 

 

 (3) （略）  (2) （略） 

 (4) こころの健康相談に関すること。  

 (5)～(7) （略）  (3)～(5) （略） 

(8) 障害者及び障害児の援護の総括に関す

ること。 

 

 (9)・(10) （略）  (6)・(7) （略） 

(11) 特別障害者手当、特別児童扶養手当

等に係る事務の総括に関すること。 

(8) 精神保健指定医に関すること。 

(12) 心身障害者扶養共済制度の総括に関 (9) 精神科病院の指定に関すること。 



すること。 

 (10) 精神科病院の指導監督に関するこ

と。 

(13)～(15) （略） (11)～(13) （略） 

(16) 障害者更生相談所との連絡調整に関

すること。 

 

(17) 障害支援区分審査会の総括に関する

こと。 

 

(18)～(20) （略） (14)～(16) （略） 

    障害者支援課 

  (1) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（育成医療に係る

ものを除く。）、児童福祉法（障害児に係

るものに限る。）及び高次脳機能障害者支

援法の施行に係る事務並びにその総括に

関すること。 

 (2) こころの健康相談に関すること。 

 (3) 障害者及び障害児の援護の総括に関す

ること。 

 (4) 特別障害者手当、特別児童扶養手当等

に係る事務の総括に関すること。 

 (5) 心身障害者扶養共済制度の総括に関す

ること。 

 (6) 障害者更生相談所との連絡調整に関す

ること。 

 (7) 障害支援区分審査会の総括に関するこ

と。 

   高齢者福祉課    高齢者福祉課 

 (1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

 (9) 高齢者等の認知症施策の推進に関する



こと。 

 (9) （略）  (10) （略） 

 (10) 在宅医療と介護との連携の推進に関

すること。 

 

 (11)～(16) （略）  (11)～(16) （略） 

   介護保険課・国保年金課 （略）    介護保険課・国保年金課 （略） 

  福祉事業所   福祉事業所 

   社会福祉課    社会福祉課 

 (1) （略）  (1) （略） 

(2) 生活保護の決定及び実施に関すること

（浜名区及び天竜区に係るものに限る。

次号から第５号までにおいて同じ。）。 

(2) 生活保護の決定及び実施に関すること

（浜名区及び天竜区に係るものに限る。

次号から第７号までにおいて同じ。）。 

 (3)～(27) （略）  (3)～(27) （略） 

   生活福祉第一課    生活福祉第一課 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 行旅病人、行旅死亡人等に関すること

（中央区に係るものに限る。以下この項に

おいて同じ。）。 

(2) 行旅病人、行旅死亡人等に関すること

（中央区に係るものに限る。次号、第４号

及び第６号において同じ。）。 

 (3)・(4) （略）  (3)・(4) （略） 

 (5) ホームレスの自立支援に関すること

（中央区に係るものから旧東区、旧西区

及び旧南区に係るものを除いたもののう

ち、財務に関するもの並びに旧東区、旧西

区及び旧南区に係るものに限る。）。 

 (6) 生活困窮者自立支援に関すること。 

生活福祉第二課    生活福祉第二課 

 （略） (1) （略） 

 (2) ホームレスの自立支援に関すること

（中央区に係るものから旧東区、旧西区

及び旧南区に係るものを除いたもののう

ち、財務に関するものを除いたものに限



る。）。 

保険年金課～病院管理課 （略） 保険年金課～病院管理課 （略） 

   健康増進課    健康増進課 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 予防接種に係る事務の総括に関するこ

と。 

 

 (6)～(20) （略）  (5)～(19) （略） 

  保健所   保健所 

保健総務課 保健総務課 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 狂犬病予防に係る事務に関すること。  

 (7)・(8) （略） (6)・(7) （略） 

(9) 動物の愛護及び管理に係る事務に関す

ること。 

 

 (10)・(11) （略）  (8)・(9) （略） 

 感染症対策課 

 (1) 感染症の予防及び対策に係る事務並び

にその総括に関すること。 

 (2) 予防接種に係る事務の総括に関するこ

と。 

 (3) 感染症診査協議会に関すること。 

   生活衛生課    生活衛生課 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

 (7) 感染症の予防及び対策に係る事務並び

にその総括に関すること。 

 

 (8)～(10) （略）  (7)～(9) （略） 

  (10) 狂犬病予防に係る事務に関すること。 

(11) 感染症診査協議会に関すること。 (11) 動物の愛護及び管理に係る事務に関

すること。 

 こども家庭部・環境部 （略）  こども家庭部・環境部 （略） 

 産業部  産業部 



   産業振興課    産業振興課 

 (1)～(10) （略）  (1)～(10) （略） 

  (11) 海外からの投資の調整に関すること。 

 (11)～(16) （略）  (12)～(17) （略） 

(17) 中心市街地の活性化に関すること。  

(18) 総合産業展示館、ギャラリーモール

及び新川モールに関すること。 

(18) 総合産業展示館に関すること。 

 (19)～(26) （略） (19)～(26) （略） 

    まちなか政策課 

 (1) まちなか政策に係る総合的な施策の企

画及び調整に関すること。 

 (2) 中心市街地の活性化に関すること。 

 (3) 中心市街地活性化ビジョン及び中心市

街地活性化基本計画に関すること。 

 (4) ギャラリーモール及び新川モールに関

すること。 

 (5) 中心市街地関係団体との連絡調整に関

すること。 

   労働政策課    労働政策課 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

 (4) 勤労会館に関すること。 (4) 勤労福祉センターに関すること。 

 (5)・(6) （略）  (5)・(6) （略） 

   企業立地推進課～農地利用課 （略）    企業立地推進課～農地利用課 （略） 

   林業振興課    林業振興課 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 林道その他の林業施設の整備及び災害

復旧事業に係る事務に関すること 

 (6) 林道その他の林業施設の整備及び災害

復旧事業に係る事務に関すること。 

 (7)～(12) （略）  (7)～(12) （略） 

 都市整備部  都市整備部 

   都市計画課～盛土対策課 （略）    都市計画課～盛土対策課 （略） 

   交通政策課    交通政策課 



 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 市営駐車場に関すること。  

 (6) （略）  (5) （略） 

   市街地整備課    市街地整備課 

 (1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

  (9) 市営駐車場に関すること。 

 (9) （略）  (10) （略） 

   建築行政課～公園課 （略）    建築行政課～公園課 （略） 

 土木部  土木部 

   道路企画課 （略）    道路企画課 （略） 

   道路保全課    道路保全課 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

  (3) 道路の維持管理の総括に関すること。 

 (3)～(14) （略） (4)～(15) （略） 

   河川課 （略）    河川課 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（事業所） （事業所） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 次の表の左欄に掲げる課及び第１種事業

所に同表の右欄に掲げる第２種事業所を置

く。 

２ 次の表の左欄に掲げる課及び第１種事業

所に同表の右欄に掲げる第２種事業所を置

く。 

課及び第1種事

業所 

第2種事業所 

 （略） 

幼保運営課 幼稚園（（略） 伊佐見幼稚園

 和地幼稚園 北庄内幼稚園

 （略） 可美幼稚園 舞阪幼

稚園 雄踏幼稚園 （略）） 

（略） 

 （略） 
 

課及び第1種事

業所 

第2種事業所 

 （略） 

幼保運営課 幼稚園（（略） 伊佐見幼稚園

 北庄内幼稚園 （略） 可美

幼稚園 雄踏幼稚園 （略））

 （略） 

 

 （略） 
 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 （職制）  （職制） 

第５条 危機管理監の事務（技術的事項に係る

ものに限る。）並びに都市整備部及び土木部

第５条 危機管理監の事務（技術的事項に係る

ものに限る。）並びに産業部の事務（まちな



の事務を統括する職として、技術統括監を置

く。 

か政策課に係るものに限る。）並びに都市整

備部及び土木部の事務を統括する職として、

技術統括監を置く。 

 （職務代理）  （職務代理） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 保健所長に事故があるときは、保健所副所

長が、保健所副所長を置かないときは、主管

の課長又は担当課長がその職務を代理する。 

５ 保健所長に事故があるときは、保健所副所

長が、保健所副所長を置かないときは、主管

の課長がその職務を代理する。 

６～９ （略） ６～９ （略） 

１０ 保健所副所長に事故があるときは、主管

の課長又は担当課長がその職務を代理する。 

１０ 保健所副所長に事故があるときは、主管

の課長がその職務を代理する。 

１１・１２ （略） １１・１２ （略） 

 （兼務）  （兼務） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 健康福祉部障害保健福祉課の職員は、辞令

書によることなく、健康福祉部保健所保健総

務課の職員の職を兼ね、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律による申請、届出等の

受付等に係る事務を行うものとする。 

４ 健康福祉部障害者政策課又は健康福祉部

障害者支援課の職員は、辞令書によることな

く、健康福祉部保健所保健総務課の職員の職

を兼ね、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律による申請、届出等の受付等に係る事

務を行うものとする。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

９ 次の表の左欄に掲げる第１種事業所の職

員は、辞令書によることなく、同表の中欄に

掲げる課等の職員の職を兼ね、同表の右欄に

掲げる事務を行うものとする。 

９ 次の表の左欄に掲げる第１種事業所の職

員は、辞令書によることなく、同表の中欄に

掲げる課等の職員の職を兼ね、同表の右欄に

掲げる事務を行うものとする。 

第1種事業所 課等 事務 

中央健康づく

りセンター 

健 康 福

祉 部 保

健 所 生

活 衛 生

課 

 （略） 

第1種事業所 課等 事務 

中央健康づく

りセンター 

健 康 福

祉 部 保

健 所 感

染 症 対

策課 

 （略） 



健 康 福

祉 部 保

健 所 浜

北支所 

（略） 
 

健 康 福

祉 部 保

健 所 浜

北支所 

（略） 
 

１０ （略） １０ （略） 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

 １ （略）  １ （略） 

 ２ 担当課長  ２ 担当課長 

課 担当課長 担当事務 

企画課  （略）  

 政策調整担当

課長 

 （略） 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 （略）  

福 祉 総

務課 

指導監査担当

課長 

 （略） 

 

 

 

  

障 害 保

健 福 祉

課 

精神保健福祉

担当課長 

(1) 精神保健及び精

神障害者福祉に関

する法律の施行に

係る事務及びその

総括に関すること。 

  (2) こころの健康相

談に関すること。 

  (3) 障がい者自立支

援協議会地域移行・

定着専門部会に関

すること。 

  (4) 精神保健福祉審

議会に関すること。 

高 齢 者

福祉課 

医療・介護推

進担当課長 

(1) 高齢者の保健福

祉に係る総合相談

の総括に関するこ

と。 

  (2) 地域支援事業に

係る事務の総括に

関すること。 

  (3) 在宅医療と介護

との連携の推進に

関すること。 

課 担当課長 担当事務 

企画課  （略）  

 政策調整担当

課長 

 （略） 

 教育・若者連

携推進担当課

長 

(1) 若者連携施策の

企画及び調整に関

すること。 

  (2) 高等教育機関等

との連携に関する

こと。 

  (3) 総合教育会議に

関すること。 

 （略）  

福 祉 総

務課 

指導監査担当

課長 

 （略） 

 医療・介護連

携担当課長 

在宅医療と介護との

連携の推進に関する

こと。 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 



  (4) 地域包括支援セ

ンターに係る事務

の総括に関するこ

と。 

  (5) 高齢者の虐待防

止に係る事務の総

括に関すること。 

  (6) 地域包括支援セ

ンター運営協議会

に関すること。 

病 院 管

理課 

 （略）  

 

 

 

  

   

 

 

 

   

 

   

 

生 活 衛

生課 

食品衛生担当

課長 

(1) 食品衛生に係る

事務及びその総括

に関すること。 

  (2) 栄養の改善に係

る事務及びその総

括に関すること。 

 感染症対策担

当課長 

(1) 感染症の予防及

び対策に係る事務

並びにその総括に

関すること。 

  (2) 感染症診査協議

会に関すること。 

子 育 て

支援課 

 （略）  

 （略）  

産 業 振

興課 

商業振興担当

課長 

(1) 商業振興の基本

的施策の企画、調整

及び実施に関する

こと。 

  (2) 商店街の活性化

に関すること。 

  (3) 大型集客施設の

立地に関すること。 

  

 

(4) 中心市街地の活

性化に関すること。 

  (5) ギャラリーモー

ル及び新川モール

に関すること。 

  (6) 大規模小売店舗

立地審議会及び商

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

病 院 管

理課 

 （略）  

健 康 増

進課 

母子保健担当

課長 

(1) 母子保健に係る

事業の総括に関す

ること。 

  (2) 栄養に係る事業

（母子保健に関す

るものに限る。）の

総括に関すること。 

  (3) 不妊治療等支援

事業に関すること。 

  (4) 母子保健推進会

議に関すること。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

子 育 て

支援課 

 （略）  

 （略）  

産 業 振

興課 

海外ビジネス

戦略担当課長 

(1) 産業分野におけ

る海外展開の調整

に関すること。 

  (2) 中小企業の海外

ビジネス展開支援

に関すること。 

  (3) 海外からの投資

の調整に関するこ

と。 

  (4) 流通及び貿易の

振興に関すること。 

 

 

 

 



業集積審議会に関

すること。 

  (7) 株式会社なゆた

浜北との総合調整

に関すること。 

 （略） 

道 路 保

全課 

土木管理担当

課長 

(1)～(4) （略） 

(5) 道路工事に伴う

交通規制の総括に

関すること。 

  (6)～(8) （略） 
 

 

 

 

 

 

 （略） 

道 路 保

全課 

土木管理担当

課長 

(1)～(4) （略） 

 

 

 

  (5)～(7) （略） 
 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

（あらまし） 

 この規則は、精神保健福祉担当課長等及び障害保健福祉課の廃止、教育・若者連携推進

担当課長等及び障害者政策課等の新設並びに事務の執行体制の見直し等を行う令和８年度

組織改正のほか、分掌事務の見直し等に伴う所要の整備を行うものです。 


